
吸収分割に関する事前開示事項 

2025年 12月 1日 

 

神奈川県厚木市上依知３０１９番地 

株式会社イクヨ 

                      代表取締役 孫 峰 

 

当社は、2025 年 11 月 26 日付吸収分割契約にて、イクヨオートモーティブ株式会社（以

下「承継会社」という）に対して当社のグループ経営管理事業及び資産管理事業を除く当社

が営む一切の事業に関する事業の権利義務を、2026 年 4 月 1 日付けで、承継させることと

いたしましたので、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則 183 条の規定により、下記

事項を開示いたします。 

 

１．吸収分割契約書の内容 

別紙吸収分割契約書記載のとおりです。 

 

２．分割対価の相当性に関する事項 

   承継会社は、当社の完全子会社であることから、本件分割に際して、承継会社から当

社に対する株式その他の対価の交付を行わないこととしたものであり、相当である

ものと判断しております。 

 

３．新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

４．吸収分割承継会社に関する事項 

①最終事業年度に係る計算書類等の内容 

承継会社は、2025 年 11 月 26 日に設立された会社であるため、確定した最終事業

年度はありません。なお、承継会社の成立の日における貸借対照表は、別紙のとお

りです。 

②会社成立の日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重

要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

  該当事項はありません。 

 

５．吸収分割会社に関する事項 

①最終事業年度に係る計算書類等の内容 

  当社は有価証券報告書及び半期報告書を関東財務局に提出しています。最終事業



年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の

開示書類に関する電子開示システム（EDINET）からご覧いただけます。 

②最終事業年度後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状況に重

要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

  該当事項はありません。 

 

６．吸収分割の効力発生日以後の債務の履行の見込み 

当社及び承継会社は、本吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ

ており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ想定

されていません。したがって、本吸収分割において、当社及び承継会社が負担すべき

債務については、債務履行の見込みに問題ないと判断しております。 

 

７．吸収分割契約等備置開始日後吸収分割が効力を生ずる日までの間に、上記の事項に変 

更が生じたときにおける変更後の当該事項 

変更がありましたら直ちに開示いたします。 

以上 











法人名 イクヨオートモーティブ株式会社

代表者名 代表取締役　孫　峰　

負債合計

（ 単 位 ： 円 ）

科 目

10,000,000

貸 借 対 照 表

負 債 の 部資 産 の 部

資 本 金

未収入金

金 額

資 本 の 部

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

２０２５年 １１月 ２６日現在

資産合計 負債・資本合計

資本合計

科 目 金 額


